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新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更（令和３年４月９日）（新旧対照表） 

（主な変更点）  

（下線部分は改定箇所） 

変 更 案 現  行 

序文 

（略） 

令和３年４月１日には、感染状況や医療提供体制・公衆

衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、

感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、法第

31条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措置を実施

すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日ま

での 31日間とし、重点措置区域を宮城県、大阪府及び兵

庫県とする公示を行った。 

令和３年４月９日に、感染状況や医療提供体制・公衆

衛生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、

４月 12 日以降については、法第 31 条の４第 3 項に基づ

き、重点措置区域に東京都、京都府及び沖縄県を加える

変更を行うとともに、東京都におけるまん延防止等重点

序文 

（略） 

令和３年４月１日に、感染状況や医療提供体制・公衆衛

生体制に対する負荷の状況について分析・評価を行い、

感染の再拡大を防止する必要性が高いこと等から、法第

31条の４第１項に基づき、まん延防止等重点措置を実施

すべき期間を令和３年４月５日から令和３年５月５日ま

での 31日間とし、重点措置区域を宮城県、大阪府及び兵

庫県とする公示を行った。 

（新設） 
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措置を実施すべき期間を令和３年４月 12 日から令和３

年５月 11 日までの 30 日間とし、京都府及び沖縄県にお

いてまん延防止等重点措置を実施すべき期間を令和３年

４月 12 日から令和３年５月５日までの 24 日間とする旨

の公示を行った。 

（略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（略） 

新型コロナウイルス感染症については、以下のような

特徴がある。 

（略） 

・ 現在、従来よりも感染しやすい可能性のある変異株

やワクチンが効きにくい可能性のある変異株が世界

各地で報告されている。国立感染症研究所によると、

N501Yの変異がある変異株は、英国で確認された変異

株(VOC-202012/01) 、南アフリカで確認された変異

株（ 501Y.V2）、ブラジルで確認された変異株

（501Y.V3）、フィリピンで確認された変異株（P.3 系

統）がある。この変異株については、従来株よりも感

 

 

 

 

 

（略） 

 

一 新型コロナウイルス感染症発生の状況に関する事実 

（略） 

新型コロナウイルス感染症については、以下のような

特徴がある。 

（略） 

・ 現在、従来よりも感染しやすい可能性のある変異株

やワクチンが効きにくい可能性のある変異株が世界

各地で報告されている。国立感染症研究所によると、

N501Yの変異がある変異株は、英国で確認された変異

株(VOC-202012/01) 、南アフリカで確認された変異

株（ 501Y.V2）、ブラジルで確認された変異株

（501Y.V3）、フィリピンで確認された変異株がある。

この変異株については、従来株よりも感染しやすい
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染しやすい可能性がある（英国で確認された変異株

の実効再生産数の期待値は従来株の 1.32倍と推定）。

また、英国や南アフリカで確認された変異株につい

ては、重症化しやすい可能性も指摘されている。ま

た、E484Kの変異がある変異株は、南アフリカで確認

された変異株、ブラジルで確認された変異株、フィリ

ピンで確認された変異株がある。この E484K の変異

がある変異株については、従来株より、免疫やワクチ

ンの効果を低下させる可能性が指摘されている。こ

のほか、E484K 単独の変異がある変異株（R.1）が、

関東・東北地方で増加している。この変異株について

は、その疫学的特性を分析し、今後の拡大状況をゲノ

ムサーベイランスで引き続き注視する必要があると

されている。 

  （略） 

（略） 

・ また、ワクチンについては、令和３年前半までに全

国民に提供できる数量の確保を目指すこととしてお

り、これまでモデルナ社、アストラゼネカ社及びファ

イザー社のワクチンの供給を受けることについて契

可能性がある。また、英国や南アフリカで確認された

変異株については、重症化しやすい可能性も指摘さ

れている。また、E484Kの変異がある変異株は、南ア

フリカで確認された変異株、ブラジルで確認された

変異株、フィリピンで確認された変異株がある。この

ほか、「N501Y の変異はないが E484K の変異がある変

異株」が、現在、我が国において確認されている。こ

の E484K の変異がある変異株については、従来株よ

り、免疫やワクチンの効果を低下させる可能性が指

摘されている。（新設） 

 

 

 

 

 （略） 

（略） 

・ また、ワクチンについては、令和３年前半までに全

国民に提供できる数量の確保を目指すこととしてお

り、これまでモデルナ社、アストラゼネカ社及びファ

イザー社のワクチンの供給を受けることについて契
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約締結に至っている。ワクチンの接種を円滑に実施

するため、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）の

改正を行うとともに、分科会での議論経過等を踏ま

え、内閣官房及び厚生労働省において令和３年２月

９日に「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン

の接種について」（以下「ワクチン接種について」と

いう。）をとりまとめた。その後、2月 14日にはファ

イザー社のワクチンが薬事承認され、厚生科学審議

会等を経て、２月 17日に医療従事者向けの先行接種

を開始したところであり、４月 12日より高齢者への

接種を開始することとしている。（略） 

（略） 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

（略） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１）・（２）（略） 

約締結に至っている。ワクチンの接種を円滑に実施

するため、予防接種法（昭和 23 年法律第 68 号）の

改正を行うとともに、分科会での議論経過等を踏ま

え、内閣官房及び厚生労働省において令和３年２月

９日に「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン

の接種について」（以下「ワクチン接種について」と

いう。）をとりまとめた。その後、2月 14日にはファ

イザー社のワクチンが薬事承認され、厚生科学審議

会等を経て、２月 17日に医療従事者向けの先行接種

を開始した。（略） 

 

（略） 

 

二 新型コロナウイルス感染症の対処に関する全般的な

方針 

（略） 

 

三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要

事項 

（１）・（２）（略） 
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（３）まん延防止 

 １）～６） （略） 

 ７）重点措置区域における取組等 

① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急

事態宣言解除後の対応」を踏まえるとともに、まん

延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、期

間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる

仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対

策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域

への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防

ぐ趣旨で創設されたものであることを踏まえ、感染

リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場

面に効果的な対策を徹底するため、後述８）に掲げ

る基本的な感染防止策等に加え、以下の取組を行う

ものとする。 

（略） 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により営業

時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに

出入りしないよう、住民に対して要請等を行うこ

と。併せて、法第 24 条第９項に基づき、日中も含

（３）まん延防止 

 １）～６） （略） 

７）重点措置区域における取組等 

① 重点措置区域である都道府県においては、「緊急

事態宣言解除後の対応」を踏まえるとともに、まん

延防止等重点措置が、地域の感染状況に応じて、期

間・区域、業態を絞った措置を機動的に実施できる

仕組みであり、発生の動向等を踏まえた集中的な対

策により、地域的に感染を抑え込み、都道府県全域

への感染拡大、更には全国的かつ急速なまん延を防

ぐ趣旨で創設されたものであることを踏まえ、感染

リスクが高く感染拡大の主な起点となっている場

面に効果的な対策を徹底するため、後述８）に掲げ

る基本的な感染防止策等に加え、以下の取組を行う

ものとする。 

（略） 

・ 法第 31 条の６第２項に基づき、上記により営業

時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに

出入りしないよう、住民に対して要請等を行うこ

と。併せて、法第 24 条第９項に基づき、日中も含
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めた不要不急の外出・移動の自粛、混雑している場

所や時間を避けて行動すること及び感染対策が徹

底されていない飲食店の利用を自粛すること等に

ついて、住民に対して協力の要請を行うこと。その

際、変異株による感染が増加していることを踏ま

え、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不

要不急の都道府県間の移動は、極力控えるように促

すこと。 

 （略） 

 ８）～12） （略） 

 

（４）医療等 

 ① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都

道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策

を講じる。 

  （略） 

  ・ 都道府県等は、変異株が確認された患者等につ

いて、適切に入院措置・勧告を行うこと。また、地

域の感染状況等を踏まえ、変異株が確認された軽

めた不要不急の外出・移動の自粛や混雑している場

所や時間を避けて行動することや、感染対策が徹底

されていない飲食店の利用を自粛すること等につ

いて、住民に対して協力の要請を行うことを検討す

ること。（新設） 

 

 

（略） 

 ８）～12） （略） 

 

（４）医療等 

 ① 重症者等に対する医療提供に重点を置いた入院医

療の提供体制の確保を進めるため、厚生労働省と都

道府県等は、関係機関と協力して、次のような対策

を講じる。 

  （略） 

  ・ 都道府県等は、変異株が確認された患者等につ

いて、適切に入院措置・勧告を行うこと。また、地

域の感染状況等を踏まえ、変異株が確認された軽

症者等について、丁寧に健康観察を実施のうえ、
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症者等について、丁寧に健康観察を実施のうえ、

宿泊施設での療養を要請すること。さらに、国立

感染症研究所の評価・分析を踏まえ改定された退

院基準等に基づき、入院措置・勧告、宿泊療養等の

措置を適切に講ずること。厚生労働省は、国立感

染症研究所と連携して、変異株の国内症例の評価・

分析を行うこと。 

  （略） 

 ②～⑨ （略） 

 

（５）・（６） （略） 

宿泊施設での療養を要請すること。厚生労働省は、

国立感染症研究所と連携して、変異株の国内症例

の評価・分析を行い、この結果を踏まえ、変異株の

症例の退院基準等について検討すること。 

   

 

  （略） 

 ②～⑨ （略） 

 

（５）・（６） （略） 

 


